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 前文 

 

 

長浜市国土利用計画(以下「市計画」という。)は、国土利用計画法(昭和 49 年法律第 92 号)

第 8 条第 1 項の規定に基づき、本市の区域における土地（以下「市土」という。）の利用に関

して必要な事項を定めるものであり、全国の区域及び滋賀県の区域について定める国土の利用

に関する計画(以下「全国計画及び県計画」という。)を基本として、長浜市総合計画に即して

策定するものである。 

また、長浜市都市計画マスタープラン、長浜農業振興地域整備計画、長浜市森林整備計画な

どの土地利用に関連する部門計画の上位計画として位置づけられるものである。 

なお、この計画は、市土の発展を見据えた適正な土地利用を推進するため、農用地、森林、

宅地等の地目別区分及び市街地形態等の利用区分に応じた規模の目標やその目標を達成するた

めに必要な事項等を定めるものであり、社会、経済情勢の大きな変化を踏まえ、必要に応じて

見直しを行うものとする。 

 

 

＜長浜市国土利用計画の位置付け＞ 

長浜市総合計画 
滋賀県国土利用計画 

国土利用計画（全国計画） 

長浜市国土利用計画 

・長浜市都市計画マスタープラン 

・長浜農業振興地域整備計画 

・長浜市森林整備計画     など 

 

 

 前  文 
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Ⅰ 土地利用に関する基本構想 

１．基本理念 

土地は、現在及び将来における市民のための限られた資源であることを認識するとともに、

生活及び生産を通じた諸活動の共通の基盤であり、その利用のあり方は、地域の発展及び市民

の生活と深い関わりを持っている。 

このため、土地の利用にあたっては、公共の福祉を優先させることを前提に、自然環境や歴

史・文化資源等の保全に留意し、健康で文化的な生活環境を確保することで、地域経済の持続

可能な発展を図ることを基本理念とする。 

 

 

２．長浜市総合計画 

長浜市総合計画では、不易流行の理念や進取の気性といった本市の個性を生かして、自由な

発想で新しいまちづくりに挑戦し、お互いが連携・協働した取組を大きな力にして未来のまち

の姿を創造していくことを目指し、『新たな感性を生かし みんなで未来を創るまち 長浜』

をめざすまちの姿と定めている。 

 

 

なお、長浜市国土利用計画は、長浜市総合計画に示されためざすまちの姿の実現を、土地利

用の視点から推進していくために策定するものである。 

 

 

３．土地利用に係わる課題 

（１）自然と共生した都市づくり 

市域に広がる豊かな森林は、琵琶湖の水源地であるとともに、貴重な景観資源となっている。

また、市内には、戦国時代の名残を留める城郭や神社仏閣など多くの歴史資源が残されており、

これらの景観資源、歴史資源を保全するとともに、有効活用することが必要となっている。な

お、市民アンケート結果からも、自然との調和に留意し、必要な開発を進めることが望まれて

いる。 

 
＜めざすまちの姿＞ 

 新たな感性を生かしみんなで未来を創るまち 長浜 

 

＜まちづくりの重点テーマ＞ 

・かがやく 

郷土を愛し、柔軟な発想力と多様な価値観を持ちながらつぎの時代をイメージし、創造してい
けるような、人が“かがやく”まちを目指します。 

・みなぎる 

地域に関わる様々な主体が連携・協力して資源や産業を磨きあげ、都市の魅力と競争力を高め
ることで、仕事があり活力が“みなぎる”まちを目指します。 

・つながる 

予想される時代の変化に前もって対応し、暮らしのあり方・価値観を再構築しながら、一人ひ
とりが幸せを見つけ、日々の生活のなかで“つながる”まちを目指します。 
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特に、農地については、優良農地＊が市内に広がっている一方で、農業の後継者不足などか

ら、耕作放棄地＊も多く見られる現状となっている。なお、市民アンケート結果では、農地に

ついて観光レクリエーションの場などとして有効活用することや、市街地周辺の農地について

は、宅地化を望む意向が多くなっている。 

 

（２）安全で快適な居住環境の形成 

本市の北部においては、国道８号、国道 365 号、北陸自動車道が南北に、国道 303 号が東西

に通過しているが、これらの幹線道路を結ぶ道路ネットワークが形成されておらず、とりわけ、

災害発生時には集落が孤立する可能性がある。 

また、市街地においては、木造住宅の密集、狭小な道路幅員による防災面での不安解消や、

空き地・空き家の発生に対する防犯面の強化などが必要となっている。 

なお、市内には土砂災害警戒区域に指定されている箇所が多くあり、継続して対策を進めて

いくほか、安心して住める住環境を形成し、住み続けたいと思えるようなまちづくりが必要と

なっている。 

 

（３）産業・経済活力の活性化 

本市の南部では旧長浜市（平成 18 年２月の合併前）を中心に市街地が形成されており、商業

業務施設や工場が立地している。 

また、中部は田園が広がり、北部は大部分を森林が占め、自然環境に恵まれた地域となって

いる。しかし既存の商店街では、にぎわいの低下とそれに伴う地域産業の低迷、地域活力の低

下などが懸念されている。 

また、市民アンケート結果では、今後、重視すべき取組として、買い物環境の向上や身近な

場所での雇用の場の確保が望まれている。 

このため、既存の商店街ではにぎわいづくりの促進とともに、南部においては、周辺の環境

に配慮した計画的な工業地の確保、中部・北部においては、恵まれた自然環境など地域資源の

活用による観光の振興など、産業・経済の活性化が必要となっている。 

 

（４）機能分担と有機的連携による都市構造の形成と地域活力の維持 

本市では、南部の中心市街地においては、都市機能や商業機能の郊外移転が進み、生活の場

としての魅力が低下している。また、それに伴って若者を中心とした人口の郊外流出と、中心

部の高齢化が進行している。一方、北部においても、集落での高齢化が進行しており、さらに、

今後、過疎化の進行や集落の活力低下が懸念される。 

市民アンケート結果では、市街地内の既存施設や空き地の活用等により、都市機能を集約し

ていくことが望まれており、市街地の無秩序な拡散を抑え、都市機能を集約させた都市構造を

形成することが必要となっている。 

なお、中部・北部においては生活に必要な機能は維持しつつ、人口集積の進む南部との有機

的な連携＊を強化するとともに、各地域の特色を活かしたまちづくりが必要となっている。 
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４．土地利用に係わる基本方針 

（１）土地需要の量的調整 

都市的土地利用＊については、南部の中心市街地の空閑地等の有効利用を促進するも

のとするが、必要に応じて新たな開発も行うことから、全体としては増加することが予

測される。 

なお、長浜市総合計画では、今後「新たな活力となる企業誘致や雇用・就労機会の拡

充、社会資本の整備による総合的・計画的な土地利用の促進、安心安全で魅力ある居住

環境づくり、切れ目のない子育て支援や特色ある教育、市民ぐるみの健康づくり、質の

高い医療の確保など、様々な定住促進策」を推進するものとしており、無秩序な開発を

抑制し、計画的な土地利用を図ることで、良好な市街地を形成するものとする。 

自然的土地利用＊については、森林、農用地などについて、自然環境の保全に配慮し

つつ、琵琶湖の水源となっている森林の多面的機能の維持・活用や、耕作放棄地の解消

などにより、適切な土地利用を行うものとする。 

土地利用の転換について、都市的土地利用から自然的土地利用へと戻すことは、容易

ではなく、一方、自然的土地利用から都市的土地利用への転換に当たっては、生態系や

周辺の自然環境及び住環境に十分配慮し、総合的・計画的に進めるものとする。 

 

（２）市土利用の質的向上 

①安全・安心な土地利用の推進 

東日本大震災、阪神淡路大震災などを教訓として、長浜市地域防災計画を踏まえ、国

道 8 号などのバイパスの整備や避難経路の複線化、災害時に有効利用できるオープンス

ペース＊の確保、ライフライン＊の強化などを推進することで、安心・安全なまちを形成

し、防災・減災＊の観点からみた土地利用を促進する。 

また、森林の無秩序な開発や整備不足は、林地の荒廃につながり、ひいては災害発生

時の被害を増大させることにもなるため、適切な開発の指導と管理を促すことで、市民

の安全・安心を確保する。 

 

②ゆとりある美しい環境の創造 

快適な生活と健康で文化的な活動の場を提供するため、長浜市環境基本条例や長浜市

景観条例等に基づいた取組により良好な景観の保全・形成を図るものとする。 

市街地においては、大規模な施設等の敷地内にオープンスペースを確保することによ

り、ゆとりある都市環境を形成する。また、農山村地域や琵琶湖岸においては、貴重な

資源となっている緑や水辺を維持・保全するとともに、自然とのふれあいの場として有

効利用する。 

 

③活力の向上に資する土地利用の推進 

少子高齢化の進行や自然環境の保全、安全・安心なまちづくり、市民ニーズの多様

化・高度化など、本市を取り巻く社会情勢を的確に捉え、計画的な土地利用はもとより、

既存ストックの有効利用により、都市機能が集積したまちの形成を図るものとする。 

また、雇用の場を確保するため、企業誘致をはじめ、自然・歴史等の地域資源を活か
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した産業振興などにより、地域活力の向上を図る。なお、新たな開発を行う場合は、生

態系や周辺の自然環境や住環境に配慮することで、適正な土地利用を促進する。 

 

（３）土地利用の総合的マネジメント 

土地は、生活及び生産の基盤であるとともに、防災や環境、景観など多様な側面を有してい

る。また、近年では、空き地、空き家の管理上の問題が多く発生しており、これらを地域のＮ

ＰＯや事業者、行政が協働で有効活用することで、まちの活性化につなげるなど、所有者だけ

でなくＮＰＯや事業者、行政等、多くの人が関わりを持つようになってきている。 

このため、その利用にあたっては、地域の主体的な取組を促進するほか、土地の利用による

影響の広域性を踏まえ、量的調整、質的向上と併せて総合的なマネジメントを進める。 

 

 

５．利用区分別の土地利用の基本方向 

以下の利用区分にしたがい、土地利用の基本方向を整理する。 

 

（１）農用地 

農用地は、食料の安定的供給を行う場であるため、農産物の長期的な需給動向を踏まえ、生

産性の高い農業経営を行うことができるよう、農業生産基盤の整備を行う。また、効率的かつ

安定的な農業経営体＊へと集積を進めることで、優良農地の確保を図る。 

さらに、化学肥料や農薬の使用量の削減、泥水を流さないような農作業の改善などにより、

環境負荷の軽減を図る。また、本市の活力向上に資する地域については、土地利用の転換も含

めた計画的な土地利用の検討を行う。 

 

（２）森林 

森林については、林業などの生産基盤だけでなく、緑豊かな景観資源や水源かん養＊、土砂災

害の防止、環境負荷の低減など、多様な機能を有していることから、これらの機能が総合的に

発揮できるよう、計画的な保全を図る。 

特に、自然環境への保全意識が高まっていることから、保全する区域と開発する区域を適切

に見極め、無秩序な開発の防止を図る。 

また、農山村集落周辺の里山などについては、市民ニーズに配慮しつつ、地域の活性化に役

立つ利用を検討することで、適正な利用につなげる。 

 

（３）水面・河川・水路 

水面について、特に、琵琶湖は、多様な生物の宝庫であるとともに、近畿圏の水資源、漁業

の生産基盤、さらには観光資源等として、多様な価値を有していることから、将来にわたり、

その恩恵を受け継ぐことができるよう、総合的な保全を図る。余呉湖などその他の水面につい

ても、水面のもつ多様な機能を踏まえ、適切な活用と保全を図る。 

河川については、河川改修により災害対策を進めるとともに、自然環境の保全を図る。また、

特に、市街地内の河川においては、洪水等に備えた整備を進めるため、必要な用地の確保を行

う一方、親水空間の整備等により、水とふれあえる環境の形成を進める。 
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水路（農業用用排水路）については、農業の生産基盤として、その機能が発揮できるよう、

適切な維持・管理を行う。 

 

（４）道路 

一般道路については、良好な生活・生産基盤の整備を進めるため、新たな整備を行う場合に

は適正な配置を行う。また、既存の道路については、長寿命化の視点に基づいた適切な維持・

管理を行う。なお、その整備にあたっては、高齢者やしょうがい者、子どもなど、誰もが安全、

安心に利用できるよう、ユニバーサルデザイン＊の観点に立った整備とともに、景観面や環境面、

防災・防犯面にも配慮した整備を行う。 

農道・林道については、農林業の生産性向上、農用地及び森林の適正な管理を図るため、自

然環境に十分配慮した、適切な維持・管理を行う。なお、林道については、既存林道に加え、

林業専用道、作業道による路網整備の推進を図る。 

 

（５）宅地（住宅地、工業用地、その他の宅地） 

住宅地については、本市の人口動向を踏まえ、快適な住環境が確保されるよう、生活関連施

設の整備を進めるとともに、環境共生、耐震化等に配慮した住宅地を形成するため、市街地内

の空閑地、既存住宅地周辺の活用を含め、必要な用地の確保を行う。 

工業用地については、地域経済の活性化や雇用の場の確保を図るため、周辺の自然環境、居

住環境に配慮し、適切な配置と誘導を図る。 

その他の宅地（事務所・店舗用地等）については、商業施設や業務施設の集積など、にぎわ

いを形成していくため、適切な土地利用を行う。 

 

（６）その他（公共施設用地等） 

文化施設や教育施設、福祉施設、供給処理施設＊、公園等の公共用地については、利用の実態

とあわせ、市民のニーズを踏まえた有効活用を検討することはもとより、必要な場合には用地

の確保を行う。なお、有効活用にあたっては、周辺地域への環境面の影響を考慮するとともに、

災害時における対応や経営資源としての活用を考慮する。 
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Ⅱ 土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び地域別の概要 

１．土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

（１）目標年次 

計画の目標年次は平成 34年とし、基準年次は平成 22年とする。 

 

（２）目標年次における想定人口等 

平成 25 年の長浜市基本構想では、平成 28 年における目標人口を 125,000 人としていたが、

平成 27 年時の国勢調査結果により、118,193 人と当初の想定より人口減少幅が増加している。

これを受け、長浜市総合計画では、新たな活力となる企業の誘致や雇用・就労機会の拡充、社

会資本の整備による総合的・計画的な土地利用の促進、安全安心で魅力ある居住環境づくり、

切れ目のない子育て支援や特色ある教育、市民ぐるみの健康づくり、質の高い医療の確保など、

様々な定住促進策を推進することで、人口減少を緩やかにするための施策展開を行っている。 

本計画の目標年次は、総合計画の施策を基本にして実施するため、総合計画基本計画の計画

期間と合わす平成 34年とし、目標人口は 120,000人を目指すものとする。 

また、世帯数は、一旦核家族による増加が進行した後、老齢世帯数の減少により 40,000 世帯

程度になると想定する。 
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＜長浜市将来推計人口と目標人口＞ 

長浜市人口 ：国勢調査による人口 

目標人口  ：総合計画に掲載されている目標人口 

 

（３）市土の利用区分 

市土の利用区分は、農用地（農地、採草放牧地）、森林、原野、水面・河川・水路、道路、

宅地（住宅地、工業用地、その他の宅地）、その他の地目別区分とする。 

 

（４）利用区分別の規模の目標を定める方法 

市土の利用区分ごとの規模の目標については、利用区分別の市土の利用の現況と変化につい

ての調査に基づき、将来人口や各種計画等を踏まえて利用区分別の土地面積を予測し、市土利

用の基本方針を加味して調整を行い定めるものとする。 
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（５）利用区分別規模の目標 

本計画の目標年次である平成 34 年の市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標は次表の

とおりとする。 

なお、以下の数値は、今後の経済社会の不確定さなどを考慮し、弾力的に理解されるべき性

格のものである。 

 

市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標（単位：ha） 

利用区分 平成 27年 平成 34年 
構成比 

平成 27年 平成 34年 

 農用地 8,096 8,057 11.9% 11.8% 

 農地 8,083 8,057 11.9% 11.8% 

 採草放牧地 13 0 0.0% 0.0% 

 森林 37,223 37,222 54.7% 54.7% 

 原野 0 0 0.0% 0.0% 

 水面・河川・水路 15,672 15,670 23.0% 23.0% 

水面 14,338 14,331 21.1% 21.1% 

河川 844 849 1.2% 1.2% 

水路 490 490 0.7% 0.7% 

 道路 2,032 2,045 3.0% 3.0% 

一般道路 1,431 1,445 2.1% 2.1% 

農道 467 466 0.7% 0.7% 

林道 134 134 0.2% 0.2% 

 宅地 3,031 3,079 4.5% 4.5% 

 住宅地 1,814 1,895 2.7% 2.8% 

 工業用地 275 316 0.4% 0.5% 

 その他の宅地 942 868 1.4% 1.3% 

 その他 2,025 2,006 3.0% 2.9% 

 合計 68,079 68,079 100.0％ 100.0％ 

 



 

 9 

２．地域別の概要 

（１）地域区分の考え方 

既存の土地利用を踏まえるとともに、長浜市総合計画に示された、土地利用の考え方に基づ

き地域を区分する。 

 

（２）地域区分 

地域区分については、都市地域、田園共生地域、琵琶湖共生地域、森林共生地域の４地域と

する。 

また、近畿、中部、北陸地域と広域的に連携する鉄道及び高速道路、地域間や周辺市との連

携を強化する国道を広域連携軸とし、琵琶湖岸の湖岸道路を湖岸連携軸に位置づける。 

さらに、市南部の中心市街地一体を都市中心核、都市地域の周辺で、都市地域との有機的な

連携を図る地域を都市交流ゾーン、琵琶湖北部の中山間地域を山村交流ゾーンに位置づける。 

 

（３）地域別の土地利用の方向 

①土地利用 

（ア）都市地域（中心市街地とその周辺の地域） 

都市機能が集積した地域であり、ＪＲ長浜駅周辺への住宅・商業・業務機能のさらなる集積

により、にぎわいの向上を図る。特に、中心市街地の黒壁スクエアや北国街道については、歴

史的な街なみを活かしたまちづくりを進める。田村駅周辺については、「田村駅周辺整備基本

計画」に基づき、学術・新産業の集積や生活利便機能の誘導、自然環境との調和を図るなど、

南長浜地域の拠点となるまちづくりを行っていく。一方、都市地域内の既成市街地外の市街化

を抑制し、メリハリのある土地利用を図る。 

また、雇用の確保による地域活性化を進めるため、企業誘致の適地について検討を行う。 

 

（イ）田園共生地域（農地と集落が共生した地域） 

平地を中心に豊かな農地が広がる地域であり、良好な景観や自然環境の保全を図る。 

農地については、優良農地の保全を図るとともに、無秩序な開発を抑制するため、必要な制

度等の検討を含め、適切な土地利用を行う。また、既存集落については、周辺の自然と調和し

た良好な生活環境を確保する。 

企業誘致にあたっては、都市地域の未利用地との調整を図りつつ、田園共生区域内における

適地の検討を行う。 

小谷城スマートインターチェンジ周辺には、地域の基幹産業である「農」をテーマにしたア

グリビジネス拠点をめざし、土地利用の転換を含めた適切な土地利用を行う。 

 

（ウ）琵琶湖共生地域（生活面、観光面などで琵琶湖岸と共生した地域） 

琵琶湖岸はもとより、余呉湖岸や竹生島などは、「水」が提供する自然とふれあえる地域で

あり、景観面や環境面に配慮しながら、憩いの場、交流の場として活用する。 

 

 



 

 10 

（エ）森林共生地域（自然と集落が共生した地域） 

市北部を中心に広がる森林などは、「森」が提供する自然とふれあえる地域である。一方、

森林は、琵琶湖の水源かん養地であり、貴重な資源として保存していくとともに、森林空間を

利用した保健休養施設等の整備により、交流の場として活用することで、活力あるまちづくり

を進める。 

また、既存集落については、周辺の自然と調和した良好な生活環境を確保する。 

 

②連携軸 

（ア）広域連携軸 

本市を南北に縦断するＪＲ北陸本線、北陸自動車道、国道８号・365 号及び本市北部を東西に

通過している国道 303号を広域連携軸に位置づけ、隣接する県、市との連携を強化する。 

北陸自動車道の小谷城スマートインターチェンジ周辺には、地域の基幹産業である「農」を

テーマにしたアグリビジネス拠点をめざし、土地利用の転換を含めた適切な土地利用を行う。 

 

（イ）湖岸連携軸 

湖岸道路を湖岸連携軸に位置づけ、市内各地域の連携を強化するとともに、琵琶湖岸の良好

な景観を活用することで、観光ルートとしての機能を強化する。 

 

③都市中心核及びゾーン 

（ア）都市中心核 

本市の中心市街地には、住宅地をはじめ、商業業務施設、公共施設、観光施設、医療施設、

教育施設、ＪＲ長浜駅などが立地しており、居住環境の向上、商業業務機能のさらなる集積を

図ることで、都市中心核にふさわしい土地利用を進める。 

 

（イ）都市交流ゾーン 

生産や消費、生活や経済活動など、観光に加え様々な分野で都市地域と有機的に連携を図る

エリアとして位置づける。 

また、当該ゾーンを南北に通過する広域連携軸を中心として、産業振興、居住環境の向上、

生活利便施設の整備促進により、住みやすさの向上を図る。 

さらに、戦国時代の名残を留める城郭や、市内に点在する神社仏閣などの観光資源について

は、周辺の観光地との連携強化や、観光客と地域住民との交流促進などにより、地域の活性化

を目指す。 

 

（ウ）山村交流ゾーン 

琵琶湖北部の余呉湖や奥琵琶湖周辺、市北東部の森林空間においては、豊かな緑や水がもた

らす自然を活かし、訪れた観光客と地域住民との交流促進を図ることにより、地域活性化を目

指す。また、居住環境の向上や生活利便施設の整備促進により、住みやすさの向上を図る。 
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＜土地利用構想図＞ 
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Ⅲ 目標を達成するために必要な措置の概要 

１．公共の福祉の優先 

土地については、公共の福祉を優先させることを前提に、地域の自然的、社会的、経済的及

び文化的諸条件に応じて適正に利用されるよう努めることが必要であり、規制・誘導等による

総合的な対策を実施する。 

 

 

２．国土利用計画法等の適切な運用 

国土利用計画法及び土地利用関係法を適切に運用するとともに、本計画を基本として土地利

用の計画的な調整を推進し、適正な土地利用の確保を図る。 

また、地価の動向や土地取引の状況を十分把握しながら、国土利用計画法の的確な運用によ

り、地価の安定と適正化を図る。 

 

 

３．地域整備施策の推進 

地域の個性や多様性を活かすとともに、地域間の交流・連携を促進することで、地域の活性

化を図る。また、市土の持続可能な均衡ある発展を進めるため、地域の特性に応じた施策を推

進する。 

特に、スマートインターチェンジを起点とする高速交通網、幹線道路をはじめとする地域交

通網の整備促進や利便性の向上を図る。 

 

 

４．市土の保全及び安全性の確保 

（１）市土の保全 

市土の保全と安全性を確保するため、流域ごとの治水・砂防施設などの整備を促進させると

ともに、流域内の土地利用との調和及び地形などの自然条件を考慮した適正な土地利用を図る。 

また、市域の７割を占める森林については、保安林の適切な管理と指定や、有効な治山事業

の実施により林地崩壊の防止と保全に努める。 

 

（２）安全性の確保 

市民の生命、財産等の安全を確保するために、災害に配慮した土地利用への誘導、急傾斜地

崩壊危険区域や土石流危険区域等における対策施設の整備、河川改修、治山事業等を進める。 

また、地震ハザードマップ、洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップを活用して、市

内危険地域に関する情報の発信に努める。 

さらに、都市地域においては、安全性を確保するため、公園等のオープンスペースの確保に

よる防災空間の創出や公共建築物の耐震化・不燃化を推進する。 

 

（３）森林の適正管理 

森林の持つ市土の保全と安全性の確保に関し、森林が果たす機能の向上を図るため、地域特

性に応じて、間伐等による森林の整備、保安林の適切な管理及び治山施設の整備等を進め、森
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林の適正な管理を図る。 

その際、林道や作業道、機械化等効率的な作業システムの整備、地域材の利用ならびに生産、

流通及び加工段階における条件整備や林業の担い手の育成等を進めるとともに、山村における

生活環境の向上を図るなど、森林管理のための基礎条件を整備する。 

 

（４）水資源対策 

渇水に備えるため、水利用の合理化、節水意識の高揚を図るとともに、安定した水資源の確

保のため、琵琶湖の水源かん養機能の維持増進の観点から、水源かん養保安林の指定や間伐等

の施業を進めるなど、総合的な対策を推進する。 

 

 

５．環境の保全と美しい市土の形成 

（１）地球温暖化対策と大気環境の保全 

地球温暖化対策として低炭素社会＊の構築を目指し、良好な大気環境の保全を推進するため、

市民、事業者との協働のもと、太陽光、バイオマス＊等の再生可能エネルギーの導入、公共交通

機関の整備・利用促進や円滑な交通体系の構築、低炭素型物流体系の構築＊などに取り組み、環

境負荷の小さな都市構造や経済社会システムの構築に向けて適切な土地利用を行う。また、二

酸化炭素の吸収源となる森林や市街地等の緑の適切な保全・整備を図る。 

 

（２）生活環境の保全 

生活環境の保全を図るため、住居系、商業系、工業系等の用途区分に応じた適正な土地利用

の誘導や、大規模な開発における敷地内の緑地の確保等を進める。 

また、交通施設等の周辺において、緑地帯の設置及び周辺の環境に適した施設の誘導等によ

り土地利用の適正化に努める。 

 

（３）健全な水環境の保全 

琵琶湖につながる全ての水環境への負荷を低減し、健全な水循環系の構築を図るため、下水

道や農業集落排水処理施設の整備を進めるとともに、工場排水等による水質への影響の低減、

農用地や森林の適切な維持管理、雨水の地下浸透等の促進を図る。 

また、河川・湖沼の自然浄化能力の維持・回復、地下水の適正な利用等による水資源の有効

利用を推進する。 

 

（４）廃棄物処理用地の適正確保 

廃棄物の適正な処理を行うため、広域的・総合的な観点から、環境の保全に十分配慮しつつ、

必要な用地の確保を図る。 

 

（５）美しい市土の形成 

市街地においては、緑地空間及び水辺空間の積極的な保全、創出を行うとともに、北国街道

をはじめとする歴史的資産を保全・活用することで、良好な街なみ景観を形成する。 

また、田園、森林、琵琶湖岸等においては、緑の空間や水辺空間及び農山村集落景観を自然
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や伝統的な暮らしとのふれあいの場として保全、活用する。 

 

（６）環境影響評価＊等の実施 

良好な環境を確保するため、事業の実施前に環境影響評価等を実施するなどの対策を行う。

また、事業の特性を踏まえ、公共事業等の位置・規模等の検討段階において環境的側面の検討

を行うことなどにより、適切な環境配慮を促進し、土地利用の適正化を図る。 

 

 

６．土地利用の転換の適正化 

（１）基本方針 

土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性、及び、転換による周辺への影響の大

きさに十分留意した上で、人口及び産業の動向や、周辺の土地利用の状況、社会資本の整備状

況、さらには地域振興や地域経済への寄与などを勘案して慎重かつ適切に行うこととする。 

 

（２）森林の転換 

森林の利用転換を行う場合には、琵琶湖の水源かん養など、森林の有する様々な機能を踏ま

え、災害の発生、環境の悪化等に十分配慮して、周辺の土地利用との調整を図る。 

 

（３）農用地の転換 

農用地の利用転換を行う場合には、食料生産の確保、農業経営の安定及び地域農業や地域景

観等に及ぼす影響に留意し、農業以外の土地利用との計画的な調整を図りつつ、無秩序な転用

を抑制する。 

なお、市域南部の農用地においては、必要な都市機能の整備を進める上で、必要な用地につ

いては周辺環境への影響に配慮して、計画的な農地転用を検討する。 

 

（４）大規模な転換 

大規模な土地利用の転換については、その影響が広範であるため、周辺地域も含めて事前に

十分な調査を行い、適正な土地利用を行う。また、地域住民の意向等、地域の実情を踏まえた

適切な対応を行うとともに、長浜市総合計画などのまちづくりの総合的な計画、公共施設の整

備や公共サービスの供給計画等との整合を図る。 

 

 

７．土地の有効利用の促進 

（１）農用地 

農用地については、農業生産基盤の整備を計画的に推進するとともに、地域農業の核となる

効率的かつ安定的な農業経営の担い手への利用集積を図る。 

また、利用度の低い農用地については、地域特性に応じて、集落営農組織＊を中心とする担い

手への集積により、水稲以外の作物も含め有効利用を図るために必要な措置を講ずる。 

耕作放棄地については、市土の有効利用や環境の保全の観点から、周辺の土地利用や地域の

状況を踏まえつつ、地域の活性化に効果が見込める土地利用を検討する。 
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（２）森 林 

森林については、水源かん養や地球温暖化防止、山地災害防止等の多面的機能が発揮される

よう、適切な整備・保全を行うとともに、林業の持続的かつ健全な発展を図る。特に、貴重な

自然資源として保全が必要な地域については、国、県、地域住民等との連携のもと、適切な保

全に向けた体制を構築する。 

また、美しい景観や、自然とのふれあい、癒しの場として価値の高い森林については、森林

環境学習や、レクリエーションの場として利用する。 

 

（３）水面・河川・水路 

水面・河川・水路については、治水及び利水の機能に留意しつつ、生物の多様な生息環境、

移動経路としての機能を向上させるため、必要な水量・水質の確保や保全、再生を図るととも

に、地域の景観と一体となった水辺空間や水と人とのふれあいの場として利用する。 

また、琵琶湖・余呉湖については、湖岸等の緑地保全、固有種をはじめとする生態系の保全、

水面と一体となった良好な景観形成、水質浄化機能の回復・強化に配慮しながら、漁業の生産

基盤、観光資源など多様な機能の発揮に努める。 

 

（４）道 路 

道路については、市街地における電線類の地中化や、沿道緑化の推進を図るなど、良好な沿

道景観の形成に努める。また、交通安全施設の整備促進などにより、安全で円滑な交通環境を

形成する。 

 

（５）住宅地 

住宅地については、既存ストックの有効活用を図り、中心市街地におけるまちなか居住を促

進するとともに定住化を進めるため、需要に応じて適正規模の宅地供給を促進する。 

また、市街地等においては、低未利用地＊の活用を促進し、オープンスペースの確保、避難路

の確保等により安全性を向上させるとともに、高齢者やしょうがい者等に配慮したゆとりある

快適な環境を確保する。 

集落地については、周辺の自然環境との調和を基本としながら、生活道路や地域交流施設の

整備、地域資源である水辺や緑地空間の環境整備などにより、地域の生活環境の充実を図る。 

 

（６）工業用地 

工業用地については、既存工業用地の低未利用地の有効利用を図る。 

また、産業の高付加価値化や構造変化、工場の立地動向等を踏まえ、研究開発施設、産業・

物流施設等を含めた総合的な整備を促進するとともに、緑地確保など地域の自然環境との調和

に配慮し、計画的な整備を進める。なお、その際、地域社会との調和や公害防止の観点を踏ま

えた整備を行う。 

 

（７）その他の宅地（店舗・事務所用地等） 

その他の宅地のうち店舗・事務所用地については、中心市街地などの既存商業地域等におい

て、商業・業務・サービス機能を集積させ、土地の高度利用を図る。 
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また、幹線道路沿いにおいては、利便性の高い立地特性を活かして、沿道サービス施設の誘

導を図り、計画的な土地の有効利用を促進する。 

 

（８）その他（公共施設用地等） 

文教施設、福祉施設、生活環境施設、公園緑地等の公共施設用地等については、少子高齢化

の進行等へ対応していくために、適正な配置や有効活用に努める。 

 

 

８．市土利用の総合的マネジメント 

土地利用について、地域の実情に即したものとなるよう、地域の合意形成を図るとともに、

地域間調整に取り組む。このため、公共事業による土地利用の改変にあたっては、事業計画等

の策定段階において地域住民の参画を進める。 

また、民間開発等による土地利用の改変にあたっては、事前に地域との合意形成が行われる

よう促すとともに、その影響が広域にわたる場合には、地域間の適切な調整を促す。 

その他、住民等による地域の主体的な取組を促進する。 

 

 

９．市土に関する調査の推進及び成果の普及啓発 

土地利用の実態及び動向を的確に把握して、適切な土地利用の推進を図るため、関連する調

査を実施するとともに、関連資料の整備、充実及び管理の適正化を図る。 

また、市民による市土の保全及び利用への理解を促し、計画の総合性及び実効性を高めるた

め、調査結果の普及及び啓発を図る。 

 

 

10．市民協働の理念に基づく経営の推進 

農用地や森林などの管理の低下が懸念される中、土地所有者以外の者が、それぞれの特長を

活かして市土の管理に参加することは、市土の管理水準の向上に資するだけでなく、地域への

愛着のきっかけや、地域間の交流促進、土地所有者の管理に対する関心の喚起など適切な土地

利用に資する効果が期待できる。 

このため、所有者等による適切な管理、国や県、市町による公的な役割に加え、地域住民、

企業、他地域の住民など多様な主体が、森林づくり活動や農地の保全管理活動への参加や、地

元農産品、地域材製品の購入、緑化活動に対する寄付など、様々な方法により市土の適切な管

理に参画していく取組を推進する。 

特に、本市は琵琶湖の北東部に位置し、水源かん養資源としての広大な森林を有しているこ

とから、下流域の近畿圏全域の生活や経済活動に大きな影響を与えないように配慮し、多様な

主体の参画による適切な土地利用を推進するものとする。 
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Ⅰ 土地の利用区分の定義及び把握方法 

 

利用区分 定義 把握方法 

1.農用地 ・農地法第２条第１項に定める農地及び
採草放牧地の合計。 

 

(1)農地 ・耕作の目的に供される土地であって畦
畔を含む。 

・「田」及び「畑」の合計。 
・「滋賀農林・水産統計年報」の「田」
及び「畑」の面積。 

(2)採草放牧地 ・農地以外の土地で、主として耕作また
は養蓄の事業のための採草または家畜
の放牧の目的に供されるもの。 

・長浜市農業振興地域整備計画による。 

2.森林 ・国有林と民有林の合計。なお、林道面
積は含まない。 

 

 1)国有林 
ア．林野庁所管国有林 

・国有林法第２条に定める国有林野
から採草放牧地を除いたもの。 

・「滋賀県森林・林業統計要覧」の「林
野庁所管国有林面積」から「国有林道
面積」を差し引いた面積。 

 イ．官行造林地 
・旧公有林野等官行造林法第１条の
規定に基づき契約を締結している
もの。 

･「官行造林地」の面積。 

 ウ．その他省庁所管国有林 
・林野庁以外の国が所有している森
林法第２条第１項に定める森林。 

・「世界農林業センサス・滋賀県統計書
（林業編）」の現況森林面積の林野庁
以外の官庁の面積。 

 2)民有林 
・森林法第２条第１項に定める森林で
あって同法同条第３項に定める民有
林。 

・地域森林計画対象民有林及び同計画対
象外民有林の面積の合計。 

3.原野 ・「世界農林業センサス林業調査報告
書」の「森林以外の草生地」から「採
草放牧地」または国有林に係る部分を
除いた面積。 

・「世界農林業センサス・滋賀県統計書
（林業編）」の森林以外の草生地から
林野庁所轄以外の草生地と採草放牧地
を除いた面積。 

4. 水 面 ・ 河
川・水路 

・水面、河川及び水路の合計。  

1)水面 
・湖沼（人工湖及び天然湖沼）ならび
にため池の満水時の水面。 

①天然湖沼（面積 10ha 未満のものは除
く。） 
・面積 100ha 以上のものは、国土地理
院「全国都道府県市区町村別面積
調」による。 

・100ha 未満のものは、環境省「自然環
境保全基礎調査」による。 

②人造湖（堤高 15ｍ以上） 
・日本ダム協会「ダム年鑑」及び「ダ
ム総覧」による。 

③ため池（堤高 15ｍ未満） 
・滋賀県「国土利用計画基礎資料」の
結果を基にして市の調査による。 

 2)河川 
・河川法第４条に定める一級河川、同
法第５条に定める二級河川及び同法
第 100 条に定める準用河川の同法第
６条に定める河川区域。 

 
・一級河川については、滋賀県「国土利
用計画基礎資料」の結果を基にして市
の調査による。 

・準用河川については、市の調査によ
る。 

 3)水路 
・農業用用排水路。 

・水路面積は以下の算式による。 
・水路面積＝（整備済水田面積×整備済
水田の水路率）＋（未整備水田面積×
未整備水田の水路率） 

5.道路 ・一般道路、農道及び林道の合計。車道
部（車道、中央帯、路肩）、歩道部、
自転車道部及び法面等からなる。 
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利用区分 定義 把握方法 

 1)一般道路 
・道路法第２条第１項に定める道路。 

・高速自動車道については、日本道路公
団資料による。 

・一般国道、県道及び市道については、
国土交通省「道路統計年報」による。 

 2)農道 
・圃場内農道及び圃場外農道。 

・農道面積は以下の算式による。 
・農道面積＝（整備済水田面積×整備済
水田の農道率）＋（未整備水田面積×
未整備水田の農道率）＋（整備済畑面
積×整備済畑の農道率）＋（未整備畑
面積×未整備畑の農道率） 

 3)林道 
・国有林林道及び民有林林道。 

・林道のうち、自動車道の延長（国有林
道延長及び民有林道延長）に一定幅員
(８ｍ)を乗じて算出する。 

6.宅地 ・建物の敷地及び建物の維持または効用
を果たすために必要な土地。 

・「固定資産の価格等の概要調書」の宅
地のうち評価総地積と非課税地積を合
計したもの。 

(1)住宅地 ・「固定資産の価値等の概要調書」の評
価総地積の住宅用地と非課税地積のう
ち、都道府県営住宅用地、市町村営住
宅用地及び公務員住宅用地を加えたも
の。 

①「固定資産の価格等の概要調書」の評
価総地積のうちの住宅用地の面積。 

②都道府県営住宅用地、市町村営住宅用
地及び公務員住宅用地については、｢滋
賀県公有財産表｣及び市町の調査によ
る。 

(2)工業用地 ・「工業統計表（用地・用水編）」にい
う「事業所敷地面積」を従業員 10 人以
上の事業所敷地面積に補正したもの。 

①従業員 30 人以上の事業所については、
「工業統計調査結果報告書」による敷
地面積。 

②従業員 10～29 人以下の事業所について
は、同報告書を基に次の算式により算
出した面積の合計。 
・（従業員 30 人以上事業所の敷地面
積）×（従業員 10～29 人事業所の製
造品出荷額等）/（従業員 30 人以上
事業所の製造品出荷額等） 

(3)その他の宅
地 

・(1)及び(2)の区分のいずれにも該当し
ない宅地。 

・「宅地」から「住宅地」及び「工業用
地」を除いた面積。 

７．その他 ・県土面積から「農用地」、「森林」、
「原野」、「水面・河川・水路」、
「道路」及び「宅地」の各面積を差し
引いたもの。 

・定義に同じ。 
・具体的には、学校等の文教施設用地、
公園・緑地等、鉄軌道用地・自動車
ターミナル等の交通施設用地、電気通
信用地、下水施設、墓地等の環境衛生
施設用地、病院、福祉施設用地、流通
施設用地、官公署用地等。 

８．合計 ・国土地理院公表の数値。 ・国土地理院「全国都道府県市区町村別
面積調」による。 
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Ⅱ 土地利用現況図 
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Ⅲ 目標値設定根拠 

（１）農用地 

①農地 

農地は、過去 10 年間で減少傾向にあり、今後も、市街地周辺などにおいて、必要な開発は

行っていくこととしており、減少するものとする。 

したがって、目標値は、過去の実績に基づいた「対数回帰」により推計値を設定した後、開

発による減少分を差し引くことで設定する。 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

推計値 
開発による減少 

平成 34年 

目標値 

農地 8,168 ha 8,037 ha 20 ha 8,057 ha 

 

y = -158.5ln(x) + 8527.4
R² = 0.9626

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30H31H32H33H34

（ha） 農地

● 実績

－ 推計値

 

 

②採草放牧地 

採草放牧地は、平成 22 年では 13ha とあるが、現在は事業者がいないため、目標値は０ha と

設定する。 

 

③農用地 

①、②より、農用地の目標値は、以下のとおりとなる。 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

目標値 

農用地 8,181 ha 8,057 ha 

 
農地 8,168 ha 8,057 ha 

採草放牧地 13 ha 0 ha 
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（２）森林 

森林は、過去 10 年間で減少傾向にあるが、今後は、人口が横ばいで推移することから、ゆる

やかに減少するものとする。 

したがって、目標値は、過去の実績に基づいた「対数回帰」により推計値を設定した後、開

発による減少分を差し引くことで設定する。 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

推計値 
開発による減少 

平成 34年 

目標値 

森林 37,230 ha 37,215 ha 7 ha 37,222 ha 

 

y = -25.93ln(x) + 37295
R² = 0.9149

37,200

37,220

37,240

37,260

37,280

37,300

37,320

37,340

37,360

37,380

37,400

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

（ha） 森林

● 実績

－ 推計値

 

 

（３）原野 

原野は、平成 21 年までは１ha あったが、平成 22 年に０ha となったため、今後も０ha で推移

するものとする。 

 

（４）水面・河川・水路 

①水面 

水面は、平成 18 年までは 207ha であったが、平成 19 年に琵琶湖の水面が行政区域に算入さ

れることになったため、平成 22年では 14,331haとなっている。 

なお、今後も、大きな開発は計画されていないことから、目標値は 14,331haと設定する。 

 

②河川 

河川は、平成 13 年以降、横ばいで推移しており、平成 22 年で 844ha となっている。なお、

長浜新川の計画推進予定等により、５ha の増加が予定されているため、目標値は平成 22 年の基

準値に５ha加えた 849haとする。 

 

 平成 22年 

基準値 

河川整備によ

る増加 

平成 34年 

目標値 

河川 844 ha 5 ha 849 ha 
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③水路 

水路は、過去 10 年間で見ると減少傾向を示しており、平成 22 年では 492ha となっている。

今後も農地の減少に伴って水路が減少していくと考えられるため、目標値は、490ha と設定する。 

 

y = -4.876ln(x) + 503.6
R² = 0.9292
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H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30H31H32H33H34

（ha） 水路

● 実績

－ 推計値

 

 

④水面・河川・水路 

①、②、③より、水面・河川・水路の目標値は、以下のとおりとなる。 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

目標値 

水面・河川・水路 15,667 ha 15,670 ha 

 

水面 14,331 ha 14,331 ha 

河川 844 ha 849 ha 

水路 492 ha 490 ha 

（５）道路 

①一般道路 

一般道路としては、高速道路、一般国道、県道、市町村道があり、高速道路については、今

後、新たな整備計画がないため、平成 22年の値を目標値とする。 

一般国道、県道、市町村道については、過去 10 年で増加傾向を示しているが、今後は直線的

に増加するとは考えにくいため、緩やかに増加するものとし、平成 34 年の推計値を、一般国道

で 200ha、県道で 371ha、市町村道で 757haと設定する。 

 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

推計値 

道路整備に

よる増加 

平成 34年 

目標値 

一般道路 1,419 ha 1,442 ha -3 ha 1,445 ha 

 

高速道路 118 ha 113 ha -5 ha 118 ha 

一般国道 196 ha 200 ha 2 ha 198 ha 

県道 363 ha 371 ha -4 ha 375 ha 

市町村道 742 ha 757 ha 3 ha 754 ha 
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y = 8.7824ln(x) + 172.91
R² = 0.8819
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● 実績

－ 推計値

 
 

y = 10.259ln(x) + 339.65
R² = 0.9177
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y = 23.894ln(x) + 683.63
R² = 0.9623
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②農道 

農道は、平成 20 年に増加し、その後横ばいで推移しているが、過去 10 年間で見ると、減少

傾向を示しており、平成 22 年では 470ha となっている。今後も農地の減少に伴って農道が減少

すると考えられるため、目標値は 466haと設定する。 

 

y = 0.0147x2 - 0.2324x + 467.98
R² = 0.0187
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（ha） 農道

● 実績

－ 推計値

 

 

③林道 

林道は、過去 10 年間で見ると増加傾向を示しており、平成 22 年では 133ha となっている。

今後も適切な森林管理を行うために整備を行うものとし、目標値は 134haと設定する。 

 

y = 2.6586ln(x) + 126.65
R² = 0.8151
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④道路 

①、②、③より、道路の目標値は、以下のとおりとなる。 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

目標値 

道路 2,022 ha 2,045 ha 

 一般道路 1,419 ha 1,445 ha 

 農道 470 ha 466 ha 

 林道 133 ha 134 ha 

 

（６）宅地 

①住宅地 

住宅地は、過去 10年間で増加傾向を示しており、平成 22年では 1,797haとなっている。 

今後も必要な開発は行うこととしているため、住宅地も増加させるものとし、平成 34 年の推

計値を 1,823haと設定する。 

 

y = 41.01ln(x) + 1696.3
R² = 0.9474
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● 実績

－ 推計値

 

 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

推計値 

住宅整備 

による増加 

平成 34年 

目標値 

住宅地 1,797 ha 1,823 ha 72 ha 1,895 ha 
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＜補足：世帯数の推計＞ 

世帯数については、まず人口と世帯数の実績を用いて、１世帯あたり人数を算出し、

その人数を回帰分析することで将来の１世帯あたり人数を算出した。次に、その値に将

来人口を乗じることで、将来の世帯数を算出し、目標年次となる平成 32 年は 50,000 世

帯と想定する。 

 平成 

２年 

平成 

７年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年 

平成 

27 年 

平成 

32 年 

人口（人） 121,481 122,415 123,862 124,498 124,131 118,193 120,624 

世帯数 

（世帯） 
33,120 35,450 37,987 40,713 43,015 41,788 50,000 

１世帯あた

り人数 

（人/世

帯） 

3.67 3.45 3.26 3.06 2.89 2.83 2.41 

※平成２～27年は国勢調査の値、平成 32年は推計値 

 

②工業用地 

工業用地は、増減を繰り返しながら過去 10 年では増加傾向を示しており、平成 22 年では

301haとなっている。 

今後も、地域経済の活性化に向けて整備を進めるとともに、新たな開発部分の面積を加算す

ることで、目標値を 319haと設定する。 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

推計値 
開発による増加 

平成 34年 

目標値 

工業用地 301 ha 318 ha 1 ha 319 ha 

 

y = 1.7758x + 279.33
R² = 0.4163
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● 実績

－ 推計値

 

※近似曲線は H13～22データを用いて算出 
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③その他の宅地 

その他の宅地は、過去 10 年間で増加傾向を示しており、平成 22 年では 862ha となっている。

今後もゆるやかに増加するものとし、目標値を 868haと設定する。 

 

y = 58.855ln(x) + 755.86
R² = 0.6969
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● 実績

－ 推計値

 

 

④宅地 

①、②、③より、宅地の目標値は、以下のとおりとなる。 
 

 平成 22年 

基準値 

平成 34年 

目標値 

宅地 2,960 ha 3,079 ha 

 住宅地 1,797 ha 1,895 ha 

 工業用地 301 ha 316 ha 

 その他の宅地 862 ha 868 ha 
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（７）その他 

その他は、市域全体の面積から（１）～（６）の面積を差し引いたものであり、平成 22 年で

2,019ha、平成 32年で 2,006haとなる。 

 
 

■土地利用区分別面積の推移（ｈａ） 

利用区分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H34 

農用地 8,228 8,199 8,172 8,181 8,168 8,155 8,142 8,111 8,096 8,064 8,057 

 農地 8,215 8,186 8,159 8,168 8,155 8,142 8,129 8,098 8,083 8,051 8,057 

 採草放牧地 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 

森林 37,252 37,249 37,235 37,230 37,228 37,228 37,227 37,228 37,223 37,223 3,722 

原野 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

水面・河川・水路 15,677 15,676 15,667 15,667 15,667 15,667 15,666 15,672 15,672 15,675 15,670 

 水面 14,338 14,338 14,331 14,331 14,331 14,331 14,331 14,338 14,338 14,342 14,331 

 天然湖沼 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,314 14,314 14,318 14,307 

 溜池 31 31 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 河川 845 845 844 844 844 844 844 844 844 844 849 

 水路 494 493 492 492 492 492 491 490 490 489 490 

道路 1,981 2,000 2,011 2,021 2,023 2,136 2,023 2,031 2,032 2,032 2,045 

 一般道路 1,389 1,397 1,409 1,419 1,421 1,533 1,421 1,429 1,431 1,432 1,445 

 高速自動車国道 118 118 118 118 118 228 113 113 113 113 118 

 一般国道 187 187 196 196 196 196 196 196 197 198 198 

 都道府県道 358 360 360 363 363 364 367 370 371 371 375 

 市町村道 726 732 735 742 744 745 745 750 750 750 754 

 農道 462 469 469 469 469 469 468 468 467 466 466 

 林道 130 134 133 133 133 134 134 134 134 134 134 

宅地 2,907 2,930 2,942 2,960 3,008 3,012 3,017 3,019 3,031  3,079 

 住宅地 1,780 1,779 1,788 1,797 1,789 1,794 1,801 1,807 1,814 1,819 1,895 

 工業用地 280 298 301 301 291 279 277 275 275  316 

 その他の宅地 847 853 853 862 928 939 939 937 942 920 868 

その他 1,996 1,987 2,014 2,020 1,985 1,881 2,004 2,018 2,025  2,006 

合計 68,079 68,079 68,079 68,079 68,079 68,079 68,079 68,079 68,079 68,079 68,079 

 

 
工業用地の数値確

定後に追記 
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Ⅳ 用語解説 

 

ア行 

オープンスペース 

公園、道路、河川、立ち入りが可能な空き地等をいう。 

 

カ行 

環境影響評価 

開発が環境に与える影響の程度や範囲及びその対策について、事前に予測・評価することい

う。環境アセスメントと同義。 

 

供給処理施設 

上水道、ガス、電力等の供給、下水道、ごみ処理など、都市の生活に必要な循環機能、エネ

ルギー供給に係わる施設の総称。 

 

減災 

災害に対する備えとして、「被害を出さない」ことを目指すのではなく、「災害による被害

をできるだけ小さいものにとどめる」ことを目指す考え方。また、そのための一連の取組。 

 

耕作放棄地 

農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前１年以上作付けせず、今後数年の間

に再び耕作するはっきりした意思のない土地をいう。これに対して、調査日以前１年以上作付

けしなかったが、今後数年の間に再び耕作する意思のある土地は不作付地といわれ、経営耕地

に含まれる。 

 

サ行 

自然的土地利用 

農林業的土地利用に、自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、水面、河川などの

土地利用を加えたものをいう。 

 

集落営農組織 

一つの集落または複数の集落で組織を作り、農地や施設・労働力などの農業資源を集中させ

て生産を行う形態のこと。コストの削減、作業の効率化などのメリットが期待できる。 

 

水源かん養 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するとともに、

川の流量を安定させる機能。雨水が森林土壌を通過することにより、水質が浄化される。 

 

http://kotobank.jp/word/上水
http://kotobank.jp/word/電力
http://kotobank.jp/word/供給
http://kotobank.jp/word/下水
http://kotobank.jp/word/処理
http://kotobank.jp/word/生活
http://kotobank.jp/word/必要
http://kotobank.jp/word/循環
http://kotobank.jp/word/循環
http://kotobank.jp/word/エネルギー
http://kotobank.jp/word/エネルギー
http://kotobank.jp/word/施設
http://kotobank.jp/word/総称
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スマートインターチェンジ 

高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができる

ように設置されるインターチェンジ。通行可能な車両をＥＴＣ搭載車に限定しているため、簡

易な料金所の設置で済み、従来のＩＣに比べて低コストで導入できる。 

 

タ行 

低炭素型物流体系の構築 

鉄道輸送や海上輸送への輸送手段の変更、輸送システムの集約化などによる物流効率化を行

うこと。 

 

低炭素社会 

生活の豊かさの実感と温室効果ガス排出削減が同時に達成できる社会をいう。具体的には、

公共交通・自転車・徒歩で移動しやすいまちや、電気自動車を利用したカーシェアリングによ

る  ＣＯ２排出量を削減した社会などをいう。 

 

低未利用地 

土地利用がなされていないもの、または個々の土地の立地条件に対して利用形態が適切でな

いものをいう。特に、大都市においては、地価水準に比べてかなり低い収益しか得られない状

態が一つの目安となる。 

 

都市的土地利用 

住宅地、工業用地、事務所、店舗用地、一般道路等、主として人工的施設による土地利用を

いう。 

 

ナ行 

農業経営体 

以下の１、２又は３のいずれかに該当する事業を行う者をいう。 

１.経営耕地面積が 30アール以上であること。（1アール＝100平方メートル） 

２.農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が次

に該当すること。 

（１）露地野菜作付面積 15アール （２）施設野菜栽培面積 350平方メートル 

（３）果樹栽培面積 10アール （４）露地花き栽培面積 10アール 

（５）施設花き栽培面積 250平方メートル （６）搾乳牛飼養頭数１頭 

（７）肥育牛飼養頭数１頭 （８）豚飼養頭数 15頭 

（９）採卵鶏飼養羽数 150羽 （10）ブロイラー年間出荷羽数千羽 

（11）その他調査期間の開始の日前１年間における農業生産物の総販売額が 50 万円に相当す

る事業の規模 

３.農作業の受託の事業 
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ハ行 

バイオマス 

生体を利用して有用物質やエネルギーを得ることをいう。また、その生物体や、生物資源の

ことをいう。家畜資源（家畜排泄物等）、林産資源（林地残材）、糖質資源（さとうきび、て

んさい）等がある。 

 

ヤ行 

有機的な連携 

移動手段の確保のみならず、地域活動の連携、住民交流など、様々な局面における連携。 

 

優良農地 

集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象となった農地等の良好な営農条件を備

えた農地。 

 

ユニバーサルデザイン 

年齢、能力、体力、しょうがいの有無などによって区別することなく、全ての人が安全で快

適に普通の生活が送れるように製品や建造物、生活空間などをデザインすること。 

 

ラ行 

ライフライン 

「生活の幹線、すなわち都市生活を含む上での命綱」と定義されるものであり ①公共性が

高い、②システムやネットワークが形成されている、③物資・情報等の伝達機能を有している

等の特徴がある。具体的には、電気、ガス、上下水道、交通、通信といった狭義の施設と、こ

れらに工業用水道、廃棄物等の処理システム、農業用溜池、空港等を加えた広義の施設がある

が、国土利用計画では、主として狭義の施設を対象としている。 

 


